
夫婦共同扶養のチェック

夫婦共働きにより
双方とも健康保険の被保険者ですか？

被保険者である親が加入している健康保険組合へ
扶養認定を受ける手続きを行ってください。

関西電力健康保険組合の方は「家族を扶養に入
れたいとき」をご確認ください。

「共同扶養における収入額確認表」を確認のうえ、
必要書類と一緒に提出してください。

はい

いいえ

夫婦の今後１年間の収入額を比較し、収入の多い親の
被扶養者とします。

https://www.kanden-kenpo.or.jp/consultation/join-leave.php
https://www.kanden-kenpo.or.jp/public_app/3/3_3.pdf
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